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石川県情報公開審査会からの答申について 

 

 石川県情報公開条例（平成１２年石川県条例第４６号。以下「条例」という。）に基づき

公開請求のあった公文書の不存在決定に対する異議申立てに係る諮問について、本日、石

川県情報公開審査会会長（鴨野幸雄金沢大学名誉教授）から、石川県知事に下記の答申が

なされました。 

 答申の内容は、平成２９年８月２９日に開催した第２８４回石川県情報公開審査会（条

例第２６条の規定により非公開）において決定されたもので、答申書の写し及び答申の概

要は別紙のとおりです。 

 

記 

 

１ 答申第１９９号（諮問案件第２５２号） 

辰巳ダム左岸上流部に設置されている辰巳ダム建設の碑の設置に係る公文書不存在決

定に対する異議申立てについての諮問 

２ 答申第２００号（諮問案件第２５３号） 

  辰巳ダム左岸上流部に設置されている辰巳ダム建設の碑刻銘の氏名について保護すべ

き個人情報非該当の理由に係る公文書不存在決定に対する異議申立てについての諮問 

 

総  務  課 

 行政情報サービスセンター 

 担当者： 鏡屋 

 電話 内線 3384 

    直通 225－1236 
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石川県情報公開審査会からの答申について 

 

 石川県情報公開条例（平成１２年石川県条例第４６号。以下「条例」という。）に基づき

公開請求のあった公文書の一部公開決定に対する異議申立てに係る諮問について、本日、

石川県情報公開審査会会長（鴨野幸雄金沢大学名誉教授）から、石川県教育委員会に下記

の答申がなされました。 

 答申の内容は、平成２８年６月３０日に開催した第２７４回石川県情報公開審査会（条

例第２６条の規定により非公開）において決定されたもので、答申書の写し及び答申の概

要は別紙のとおりです。 

 

記 

 

 答申第１９０号（諮問案件第２４８号） 

「特定時期教員懲戒処分書」に係る公文書一部公開決定に対する異議申立てについて

の諮問 

 

総  務  課 

 行政情報サービスセンター 

 担当者： 渡辺 

 電話 内線 3384 

    直通 225－1236 
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石川県情報公開審査会の答申概要（答申第１９９号） 

 

１ 異議申立の対象となった本件公開請求の対象文書（諮問案件第２５２号） 

  辰巳ダム左岸上流部に設置されている辰巳ダム建設の碑の設置に関する公文書 

 

２ 本件公開請求に対する処分の内容 

  公文書不存在 

 

３ 担当課（所） 

  土木部河川課 

 

４ 異議申立等の経緯 

ア H27.10. 5  公開請求                     エ H29. 3.16  諮問 

イ H27.10.20  公文書不存在決定       オ H29.10.20  答申 

ウ H27.11. 5  異議申立 

 

５ 諮問に係る審査会の判断結果 

  不存在とした決定は、妥当である。 

該当条項 審 査 会 の 判 断 要 旨 

条例第１１条 

第２項 

（不存在） 

 実施機関は、辰巳ダム建設の碑（以下「本件石碑」という。）は、辰巳ダム本体工事の過

程で工事施工業者から同工事の成果品として設置してはどうかと打診を受け、県として設置

を認め、引き渡しを受けたものと述べている。また、本件石碑は、河川区域である県管理の

河川敷地に県が設置したものであり、そのため河川法第２４条の土地の占用許可等の手続き

に係る文書は作成する必要がなく作成していないとしている。実施機関は設置については、

追加の費用負担が生じない軽微な工事内容の変更であるので本件設置に係る公文書は作成

しておらず、公文書は存在しないと述べている。 

当審査会が実施機関から提出された辰巳ダム管理台帳を見分したところ、本件石碑が辰巳

ダム周辺整備に係る工作物として載せられており、県が工事の成果品の一部として設置した

という実施機関の説明と符合している。 

また、石川県建設工事標準請負契約約款第１９条には、「発注者は、必要があると認める

ときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる」と定

められているところ、本件石碑の設置については、追加の費用が生じない軽微な工事内容の

変更で変更契約も行っていないので、発注者が必要であると認めず、設計図書の変更に係る

公文書を作成しなかったとする実施機関の主張は、不自然、不合理とはいえない。 

 以上のことから、本件処分は妥当であると判断した。 

 

６ 審査経緯  審査回数 ２回 
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第１ 審査会の結論 

   石川県知事（以下「実施機関」という。）が、本件異議申立ての対象となった公文書につ

き不存在とした決定は、妥当である。 

 

第２ 異議申立てに至る経緯 

 １ 公開請求の内容 

  異議申立人は、石川県情報公開条例（平成１２年石川県条例第４６号。以下「条例」と

いう。）第６条第１項の規定により、実施機関に対し、平成２７年１０月５日に、次の公文

書の公開請求（以下「本件公開請求」という。）を行った。 

（公開請求に係る公文書の内容） 

   辰巳ダム左岸上流部に設置されている辰巳ダム建設の碑（以下「本件石碑」という。）の

設置に関する公文書 

 

２ 実施機関の決定 

 実施機関は、本件公開請求について、平成２７年１０月２０日に不存在決定（以下「本

件処分」という。）を行って、次のとおり公文書を保有していない理由を付して異議申立

人に通知した。 

（保有していない理由） 

   当該請求に係る公文書は作成されていないため、存在しない。 

 

３ 異議申立て 

異議申立人は、平成２７年１１月５日に、本件処分を不服として、行政不服審査法（昭

和３７年法律第１６０号）第６条の規定により、実施機関に対して異議申立てを行った。 

 

４ 諮問 

実施機関は、平成２９年３月１６日に、条例第１９条第１項の規定により、石川県情報

公開審査会（以下「当審査会」という。）に対して、本件処分の取消しに係る異議申立てに

つき、諮問を行った。 

 

第３ 異議申立人の主張要旨 

 １ 異議申立ての趣旨 

   異議申立ての趣旨は、本件処分を取り消し、請求内容に対応する文書の公開を求めると

いうものである。 

 

 ２ 異議申立ての理由 

   異議申立人が、異議申立書で主張している要旨は、おおむね次のとおりである。 

  現に民間企業が公用地に施設を設けて土地を占用使用しているのであり、そうしたこと 

 に関係する公文書が存在しないはずはない。 

関係する公文書が不存在であるならば、当然本件石碑もまた、不存在となるべきもので 
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ある。 

なお、当審査会は、異議申立人に対し、実施機関から提出された理由説明書の写しを送 

付し意見を求めたが、特段の意思表示はなかった。 

 

第４ 実施機関の主張要旨 

   実施機関が理由説明書で主張している要旨は、おおむね次のとおりである。 

   本件石碑は、辰巳ダム本体工事の過程で工事施工業者から辰巳ダムの施工銘板として設

置してはどうかという打診があり、県としても河川管理上有益な施設として判断し、それ

を認め、工事の成果品の一部として県が設置したものである。 

したがって、本件石碑は河川区域である県管理の河川敷地に設置されているが、河川管

理施設の一部であることから、河川法第２４条の土地の占用許可等の手続きは不要である

ため、これらの手続きに係る文書は作成されていない。 

本件石碑の設置については、追加の費用負担が生じない軽微な工事内容の変更であり、

工事施工業者との間で設計図書の変更等の文書上の手続きは行われなかったので、工事の

過程で本件石碑の設置に係る公文書は作成されていない。 

 

第５ 審査会の判断理由 

 １ 条例の基本的な考え方について 

   条例は、地方自治の本旨にのっとり、県政に関する県民の知る権利を尊重し、公文書の 

公開を請求する権利につき定めること等により、もって県の諸活動を県民に説明する責務 

が全うされるようにするとともに、県民の県政に対する理解と信頼を深め、県民参加によ 

る公正で開かれた県政をより一層推進することを目的として制定されたものであり、公開 

の原則に基づき適正に解釈・運用されなければならない。当審査会は、この公開の原則を 

基本として条例を解釈し、以下判断するものである。 

 

 ２ 本件公開請求に対応する公文書の性格等について 

   辰巳ダム左岸上流部の公用地に民間企業が設置した辰巳ダム建設の碑を占用使用させて

いる許可書並びに許可するに際しての稟議書等の公文書である。 

 

 ３ 本件公開請求に対応する公文書の不存在について 

   異議申立人は、県管理の河川敷地にある本件石碑は、民間企業が設置しているが、県の 

敷地を占用使用させているのであるから、占用許可書や許可に際しての稟議書等が存在し 

ないはずがない旨主張し、他方、実施機関は、本件石碑は、辰巳ダム本体工事の過程で工 

事施工業者から同工事の成果品として設置してはどうかと打診を受け、県として設置を認 

め、引き渡しを受けたものと述べている。また、本件石碑は河川区域である県管理の河川 

敷地に県が設置したものであり、そのため、河川法第２４条の土地の占用許可等の手続き 

に係る文書は作成する必要がなく作成していないとしている。実施機関は、設置について 

は、追加の費用負担が生じない軽微な工事内容の変更であるので本件設置に係る公文書は 

作成しておらず、公文書は存在しないと述べている。 
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当審査会が実施機関から提出された辰巳ダム管理台帳を見分したところ、本件石碑が辰 

巳ダム周辺整備に係る工作物として載せられており、県が工事の成果品の一部として設置

したという実施機関の説明と符合している。 

また、石川県建設工事標準請負契約約款第１９条には、「発注者は、必要があると認め 

るときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる」 

と定められているところ、本件石碑の設置については、追加の費用が生じない軽微な工事 

内容の変更で変更契約も行っていないので、発注者が必要であると認めず、設計図書の変

更に係る公文書を作成しなかったとする実施機関の主張は、不自然、不合理と言えない。 

以上のことから、本件処分は妥当であると判断した。 

     

４ まとめ 

  以上の理由により、第１に掲げる審査会の結論のとおり判断する。 

 

第６ 審査の処理経過 

   当審査会の処理経過は、別表のとおりである。 

 

 

＜別表＞ 

 

審  査  会  の  処  理  経  過 

 

年  月  日 処  理  内  容 

平成 29年３月 16日 ○諮問を受けた。（諮問案件第２５２号） 

平成 29年３月 28日 ○実施機関（土木部河川課）から理由説明書を受理した。 

平成 29年７月７日 

（第 283回審査会） 

○事案の審議を行った。 

平成 29年８月 29日 

（第 284回審査会） 

○事案の審議を行った。 
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石川県情報公開審査会の答申概要（答申第２００号） 

 

１ 異議申立の対象となった本件公開請求の対象文書（諮問案件第２５３号） 

  辰巳ダム左岸上流部に設置されている辰巳ダム建設の碑刻銘の氏名について保護すべき個人情報非該当の理

由を記した公文書 

 

２ 本件公開請求に対する処分の内容 

  公文書不存在 

 

３ 担当課（所） 

  土木部河川課 

 

４ 異議申立等の経緯 

ア H27.10. 5  公開請求                     エ H29. 3.16  諮問 

イ H27.10.20  公文書不存在決定       オ H29.10.20  答申 

ウ H27.11. 5  異議申立 

 

５ 諮問に係る審査会の判断結果 

  不存在とした決定は、妥当である。 

該当条項 審 査 会 の 判 断 要 旨 

条例第１１条 

第２項 

（不存在） 

 実施機関は、辰巳ダム建設の碑（以下「本件石碑」という。）は、辰巳ダム本体工事の成

果品の一部として県が県管理の河川敷地に設置したものであり、占用許可等の手続きは不要

であるとともに、追加の費用も生じない軽微な工事内容の変更なので、設計図書の変更等の

手続きの公文書は作成していないと述べている。 

また、実施機関は、本件石碑の背面に書かれている主な従事者名が情報公開に当たるのか

どうか、保護すべき個人情報に当たるのか検証した公文書も作成していないため、存在しな

いと主張している。 

本件石碑は、辰巳ダム本件工事の成果品の一部として県が設置したとの実施機関の説明で

あるが、設置者が県、民間企業のいずれであっても、個人の氏名を刻銘した石碑を設置する

際には、あらかじめ刻銘される予定の個人が自分の氏名を公にされることについて了承し、

公にされることを前提に情報が提供されるものである。したがって、本件石碑の刻銘の氏名

については、保護すべき個人情報ではないことは明らかである。 

以上からすれば、本件石碑の背面に書かれている主な従事者名が保護すべき個人情報に当

たるのかどうかについて検証した内容の文書を作成しなかったとする実施機関の主張は、不

自然、不合理とは言えない。 

 以上のことから、本件処分は妥当であると判断した。 

 

６ 審査経緯  審査回数 ２回 



 

（別    紙） 

答申第２００号 
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第１ 審査会の結論 

   石川県知事（以下「実施機関」という。）が、本件異議申立ての対象となった公文書につ

き不存在とした決定は、妥当である。 

 

第２ 異議申立てに至る経緯 

 １ 公開請求の内容 

  異議申立人は、石川県情報公開条例（平成１２年石川県条例第４６号。以下「条例」と

いう。）第６条第１項の規定により、実施機関に対し、平成２７年１０月５日に、次の公文

書の公開請求（以下「本件公開請求」という。）を行った。 

（公開請求に係る公文書の内容） 

   辰巳ダム左岸上流部に設置されている辰巳ダム建設の碑（以下「本件石碑」という。）刻

銘の氏名について保護すべき個人情報非該当の理由を記した公文書 

 

２ 実施機関の決定 

 実施機関は、本件公開請求について、平成２７年１０月２０日に不存在決定（以下「本

件処分」という。）を行って、次のとおり公文書を保有していない理由を付して異議申立

人に通知した。 

（保有していない理由） 

   当該請求に係る公文書は作成されていないため、存在しない。 

 

３ 異議申立て 

異議申立人は、平成２７年１１月５日に、本件処分を不服として、行政不服審査法（昭

和３７年法律第１６０号）第６条の規定により、実施機関に対して異議申立てを行った。 

 

４ 諮問 

実施機関は、平成２９年３月１６日に、条例第１９条第１項の規定により、石川県情報

公開審査会（以下「当審査会」という。）に対して、本件処分の取消しに係る異議申立てに

つき、諮問を行った。 

 

第３ 異議申立人の主張要旨 

 １ 異議申立ての趣旨 

   異議申立ての趣旨は、本件処分を取り消し、請求内容に対応する文書の公開を求めると

いうものである。 

 

 ２ 異議申立ての理由 

   異議申立人が、異議申立書で主張している要旨は、おおむね次のとおりである。 

  本件石碑の碑文や碑文の背後の氏名が保護すべき個人情報に当たらないというのであれ 

ば、そうした理由を記載した公文書があるはずである。 

なお、当審査会は、異議申立人に対し、実施機関から出された理由説明書の写しを送付
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し意見を求めたが、特段の意思表示はなかった。 

 

第４ 実施機関の主張要旨 

   実施機関が理由説明書で主張している要旨は、おおむね次のとおりである。 

   本件石碑は、辰巳ダム本体工事の過程で工事施工業者から辰巳ダムの施工銘板として設

置してはどうかという打診があり、県としても河川管理上有益な施設として判断し、それ

を認め、工事の成果品の一部として県が設置したものである。 

本件石碑は河川区域である県管理の河川敷地に設置されているが、河川管理施設の一部

であることから、河川法第２４条の土地の占有許可等の手続きは不要であるため、これら

の手続きに係る文書は作成されていない。 

本件石碑の設置については、追加の費用負担が生じない軽微な工事内容の変更であり、

工事施工業者との間で設計図書の変更等の文書上の手続きは行われなかったので、工事の

過程で本件石碑の設置に係る公文書は作成されていない。 

また、本件石碑の背面に書かれている主な従事者名が情報公開に当たるのかどうか、保

護すべき個人情報に当たるのかどうかについて検証した内容の公文書も作成されていない

ため、存在しない。 

 

第５ 審査会の判断理由 

 １ 条例の基本的な考え方について 

   条例は、地方自治の本旨にのっとり、県政に関する県民の知る権利を尊重し、公文書の 

公開を請求する権利につき定めること等により、もって県の諸活動を県民に説明する責務 

が全うされるようにするとともに、県民の県政に対する理解と信頼を深め、県民参加によ 

る公正で開かれた県政をより一層推進することを目的として制定されたものであり、公開 

の原則に基づき適正に解釈・運用されなければならない。当審査会は、この公開の原則を 

基本として条例を解釈し、以下判断するものである。 

 

 ２ 本件公開請求に対応する公文書の性格等について 

   辰巳ダム左岸上流部の公用地に民間企業が設置した辰巳ダム建設の碑刻銘の氏名につい

て保護すべき個人情報非該当の理由を記した公文書である。 

 

 ３ 本件公開請求に対応する公文書の不存在について 

  異議申立人は、本件石碑の碑文や碑文の背後の氏名が保護すべき個人情報に当たらない 

というのであれば、そうした理由を記載した公文書があるはずであると主張している。 

実施機関は、本件石碑は、辰巳ダム本体工事の成果品の一部として県が県管理の河川敷 

地に設置したものであり、占用許可等の手続きは不要であるとともに、追加の費用も生じ 

ない軽微な工事内容の変更なので、設計図書の変更等の手続きの公文書は作成していない 

と述べている。 

 また、実施機関は、本件石碑の背面に書かれている主な従事者名が情報公開に当たるの 

かどうか、保護すべき個人情報に当たるのか検証した公文書も作成していないため、存在 
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しないと主張している。 

本件石碑は、辰巳ダム本体工事の成果品の一部として県が設置したとの実施機関の説明 

であるが、設置者が県、民間企業のいずれであっても、個人の氏名を刻銘した石碑を設置

する際には、あらかじめ刻銘される予定の個人が自分の氏名を公にされることについて了

承し、公にされることを前提として情報が提供されるものである。したがって、本件石碑

の刻銘の氏名については、保護すべき個人情報ではないことは明らかである。 

以上からすれば、本件石碑の背面に書かれている主な従事者名が保護すべき個人情報に 

当たるのかどうかについて検証した内容の文書を作成しなかったとする実施機関の主張は、

不自然、不合理とは言えない。 

   以上のことから、本件処分は妥当であると判断した。 

 

４ まとめ 

  以上の理由により、第１に掲げる審査会の結論のとおり判断する。 

 

第６ 審査の処理経過 

   当審査会の処理経過は、別表のとおりである。 

 

 

＜別表＞ 

 

審  査  会  の  処  理  経  過 

 

年  月  日 処  理  内  容 

平成 29年３月 16日 ○諮問を受けた。（諮問案件第２５３号） 

平成 29年３月 28日 ○実施機関（土木部河川課）から理由説明書を受理した。 

平成 29年７月７日 

（第 283回審査会） 

○事案の審議を行った。 

平成 29年８月 29日 

（第 284回審査会） 

○事案の審議を行った。 
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